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はじめに（ハマりそうなところだけポイントを）

◼ 副業所得が20万円以下なら確定申告不要。

◼ 会社に副業がバレなたくない人は、住民税の納付を普通徴収にして

おくのが無難。

◼ 必ずしも開業届は必要ない。よっぽど稼いで節税したいなら別。

⚫ 白色 特別控除なし

⚫ 青色特別控除10万円、65万円→複式簿記

◼ サラリーマンの場合は青色申告することで脱サラ時に失業保険が受

けられなくなるので注意。開業届を出しても、白色で頑張るのも手。
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開業届の記入で気をつけるところ
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◼ 開業届の「個人番号」にはマイナンバーの個人

番号を記入する
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無料プレゼント中！

詳しくはこちら

▼ ▼ ▼

https://startup-fp.com/presentpdf
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